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イベント等は中止・変更する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

創業セミナー� 講座

日時 2月26日㈰午後2時～4時
対象 創業を目指す方、
小規模事業者ほか、36名
内容 知っておきたい
雇用のイロハ、優秀な
人材の定着に必要な人事労務戦略
申込み 2月7日㈫から電話で問合せ先
へ。先着順。問合せ先ホームページ

（㋭https://incu.shinjuku-center.jp/）
からも申し込めます。
会場・問合せ 高田馬場創業支援セン
ター（高田馬場1―32―10）☎（3205）
3031

「もったいない」食品ロス削減�

オンライン講座� 講座

● 食品関連事業者向け
　YouTubeで動画配信しています

（各講演10～25分程度）。
配信期間・視聴方法 2月
28日㈫まで新宿区ホーム
ページ（右二次元コード）
から視聴できます。
内容 講演▶「㈱良品計画の食品ロス削
減の取組」、▶「食品リサイクル・ループ
の構築～食品ロスに新たな価値を」、
▶「新宿区における食品ロス削減の
取組」
問合せ ごみ減量リサイクル課ごみ減
量計画係（本庁舎7階）☎（5273）3318

リサイクル講座� 講座

● 古布を使って
　手縫いのミニ巾着作り
日時 3月11日㈯午後
1時～4時
対象 区内在住・在勤
の方、10名
持ち物 裁縫道具、筆記用具
共催 きれっこの会
申込み 往復はがきに5面記入例の
とおり記入し、2月28日（必着）まで
に問合せ先へ。応募者多数の場合は
抽選。
会場・問合せ 新宿リサイクル活動セン
ター（〒169-0075高田馬場4―10―
2）☎（5330）5374（月曜日休館）

生涯現役！シニア期に向けた�

暮らしと働き方セミナー� 講座

日時 3月6日㈪午後1時～3時45分
会場 牛込箪笥地域センター（箪笥町15）
対象 55歳以上、25名
内容 ライフプラン、再就職の考え方
持ち物 筆記用具
共催 新宿区
申込み 2月7日㈫から電話
で 同 セ ミ ナ ー 予 約 専 用 ダ イ ヤ ル
☎（5422）1399（月～金曜日午前9時
～午後5時）へ。先着順。同セミナーホーム
ページ（右上二次元コード。㋭https://
www.wac.or.jp/seminor2022.
html）からも申し込めます。
問合せ 東京しごとセンターシニア
コーナー☎（5211）2335

● e-Taxをご利用ください
　確定申告書は、ご自宅からスマートフォン・
パソコンで作成・送信できます（e-Tax）。
● ご自宅での確定申告が難しい方へ
　申告書作成会場をご利用ください。
　入場には、入場整理券が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
開設日時 2月16日㈭～3月15日㈬（土・日曜日、祝日を除く。2月19日㈰・
26日㈰は開設）午前8時30分～午後4時（相談は午前9時15分から）
会場 ベルサール新宿セントラルパーク（西新宿6―13―1、住友不動産
新宿セントラルパークビル1階）

確定申告はご自宅から

　国民健康保険の資格喪失手続きを「電子申請」（東京電子自治体共同運営
電子申請サービス）で行えるようになりました。パソコンやスマートフ
ォンで、いつでも手続きができます。詳しくは、新宿区ホームページ（上
二次元コード）をご覧ください。
利用できる方 
▶会社の保険（健康保険組合・共済組合・国民健康保険組合）に加入した方
▶ご家族の健康保険の扶養に入った方
▶生活保護を受けるようになった方
※住民登録の異動を伴う手続き（他区市町村への転出など）や国民健康保
険の再加入を伴う手続き（すでに喪失済みの健康保険等に関する手続き）
には、利用できません。
問合せ 医療保険年金課国保資格係（本庁舎4階）☎（5273）4146

　がんばろう!新宿応援キャンペーン
でご購入いただいたプレミアム付商品
券（右図）は、2月28日㈫までにお使い
ください。上記期限を過ぎると利用で
きません。
※商品券の販売は終了しています。
※おつりは出ません。
※商品券裏面に記載の注意事項を確認の上、ご利用ください。
商品券取扱店 最新の店舗一覧は、同キャンペーンホームページ（上二次元
コード。㋭https://shinjuku-ouen-campaign.com/）で確認できます。
問合せ 同キャンペーン事務局☎（6837）1453
区の担当課 産業振興課産業振興係☎（3344）0701

利用期限は2月28日

プレミアム付商品券のご利用はお早めに

　転出届の提出を「マイナポータル」で行えるようになります（国外への
転出届を除く）。転出届のための来庁が、原則不要になります。
利用できる方 区外に引っ越す方で、電子証明書（利用者証明用電子証明
書・署名用電子証明書）が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
※転入先区市町村への転入届は窓口での手続きが必要です。
問合せ 戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）☎（5273）3601

インターネットでの手続きを開始

2月1日から運用開始

2月1日から運用開始
国民健康保険の資格喪失手続きが
できるようになりました

2月6日から運用開始
転出届の提出ができるようになります

● 便利な振替納税（口座引落し）をご利用ください

　振替納税をご利用の方は、以下の日に指定口座から引き落とされる
ため、金融機関の窓口に行く必要がありません。

税目 納期限 振替日
所得税・復興特別所得税 3月15日㈬ 4月24日㈪
個人事業者の消費税・地方消費税 3月31日㈮ 4月27日㈭

※新規に振替納税を利用する方は、所得税・復興特別所得税は3月15日
㈬まで、個人事業者の消費税・地方消費税は3月31日㈮までに、「預貯金
口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をご提出ください（e-Taxで提出
可）。詳しくは、お問い合わせください。
※贈与税は振替納税を利用できません。

問合せ ▶新宿税務署☎（6757）7776、▶四谷税務署☎（3359）4451
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転
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届

②転入届
引っ越しが終わってから、
転 入 先 の 区 市 町 村 へ
来庁し、マイナンバーカード
を提示し届出

マイナポータルでの手続の流れ
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①転出届
パソコン・スマートフォン等
からマイナンバーカードで
電子署名をして送信

転入先の
区市町村へ

転入届
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（マイナポータルから
転入先に転入予定情報
が連絡される）

※転出届後、1～2日（閉庁日
を除く）、手続きに時間がか
かります。余裕をもってお手
続きをお願いします。

マイナポータル

▶国税庁確定申告
ページ
㋭https://www.keisan.nta.go.jp/
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来庁不要
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